
   山形市特別支援教育就学奨励費支給要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、山形市立小中学校に就学する学校教育法施行令（昭和２８年政令第

３４０号）第２２条の３に規定する障害の程度に該当し、山形市教育支援委員会で特別

支援学校該当と判断された児童生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童生徒の保

護者の経済的負担を軽減するため、当該児童生徒の就学のために必要な経費について、

保護者に特別支援教育就学奨励費（以下「就学奨励費」という。）を支給することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、使用する用語の意義は、次の各号に定める区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 特別支援学級 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条の規定により設置

される特別支援学級をいう。 

 ⑵ 児童生徒 学校教育法第１８条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。 

 ⑶ 保護者 学校教育法第１６条に規定する保護者をいう。 

 ⑷ 小中学校 山形市立の小学校及び中学校をいう。 

２ 前項に掲げるもののほか、この要綱において、使用する用語の意義は、要保護児童生

徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱（昭和６２年５月１日文部

大臣裁定。以下「国交付要綱」という。）で定めるところによる。 

（支給対象者） 

第３条 就学奨励費の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、次に掲げる

児童生徒の保護者とする。 

 ⑴ 小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒 

 ⑵ 小中学校の通常の学級に在籍している弱視、難聴、言語障がい等の児童生徒（以下

「通級児童生徒」という。）で、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

第１４０条の規定により、定期的に特別支援学級において特定の時間のみその障がい

に応じた特別の指導を受けているもの 

 ⑶ 小中学校の通常の学級に就学していて、学校教育法施行令第２２条の３に規定する

障害の程度に該当し、山形市教育支援委員会で特別支援学校該当と判断された児童生

徒 



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、支給対象者

としないものとする。 

 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１２条の規定による生活扶助又は同法

第１３条の規定による教育扶助を受けている者 

 ⑵ 山形市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助要綱（平成２０年１月１日施行）に

より必要な援助を受けている者 

 ⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める児童福祉施設に入所している児

童生徒の保護者で就学に係る措置費の給付を受けているもの 

 ⑷ 当該年度に係る山形市被災児童生徒等就学援助要綱により必要な援助を受けている

者 

 （支給対象経費） 

第４条 就学奨励費の支給の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次に掲げる

経費とする。 

⑴  学校給食費 

⑵  通学に要する交通費 

 ⑶ 職場実習に要する交通費 

 ⑷ 交流及び共同学習に要する交通費 

 ⑸ 修学旅行費 

 ⑹ 校外活動等参加費 

 ⑺ 学用品・通学用品等購入費 

 ⑻ 体育実技用具費 

 ⑼ 新入学児童生徒学用品・通学用品等購入費 

 ⑽ 通級指導に係る通学費 

⑾  オンライン学習通信費 

２ 前項の規定にかかわらず、通級児童生徒に係る対象経費は、同項第１０号の通級指導

に係る通学経費に限るものとする。 

 （対象経費の範囲及び就学奨励費の額等） 

第５条 対象経費の範囲及び就学奨励費の額並びに就学奨励費の支給予定月は、対象経費

及び次に掲げる支給対象者の支弁区分（以下「支弁区分」という。）に応じ、別表のとお

りとする。この場合において、就学奨励費の額に上限額の定めのある対象経費について



は、毎年度対象経費の区分に応じ、国が定める額をその限度額とする。 

⑴ Ⅰ段階 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第 

１５７号。以下「令」という。）第２条第１号に該当する場合 

⑵ Ⅱ段階 令第２条第２号に該当する場合 

⑶ Ⅲ段階 令第２条第３号に該当する場合 

 （申請） 

第６条 支給対象者は、年度ごとに特別支援教育就学奨励費受給申請書（別記様式）に、

特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書その他教育委員会教育長（以下「教

育長」という。）が必要と認める書類を添付し、教育長が指定する日までに支給対象者

に係る児童生徒が在籍又は通級する学校の校長（以下「校長」という。）を経由し、教

育長に提出するものとする。 

２ 前項の場合において、支給対象者が就学奨励費の支給を受ける意思のないときは、特

別支援教育就学奨励費辞退届を教育長に提出するものとする。 

３ 校長は、前２項の規定による書類の提出があったときは、遅滞なく教育長に当該書類

を送付するものとする。 

 （支弁区分の決定） 

第７条 教育長は、前条第３項の規定により送付された書類により審査を行い、特別支援

学校への就学奨励に関する法律施行令第２条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収

入額の算定及び需要額の測定要領（平成２０年４月１日付け２０文科初第２３７号）で

定めるところにより、支給対象者に係る支弁区分を決定するとともに、当該支弁区分を

特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書により、校長を経由し、当該申請を行った

支給対象者に通知するものとする。 

 （支給期間） 

第８条 前条の規定により支弁区分の決定を受けた支給対象者が就学奨励費の支給を受け

ることができる期間は、支給対象者に係る児童生徒が年度の当初から特別支援学級に在

籍又は第３条第１項第２号の規定による通級（以下この条において「通級」という。）を

したときは、当該年度の４月１日から当該年度の３月末日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、支給対象者に係る児童生徒の転学等により年度の途中で前

条の規定の例による支弁区分の決定を受けた者の就学奨励費の支給期間は、当該児童生

徒が現に特別支援学級に在籍又は通級をした期間とする。この場合において教育長は、



転学等の前の就学奨励費又はこれに相当するものの支給と重複しないように支給対象者

の状況を調査するものとする。 

 （就学奨励費の額の決定） 

第９条 校長は、支給対象者に代わり、又は支給対象者の分をとりまとめ、対象経費に係

る書類を教育長に提出するものとする。 

２ 教育長は、前項の規定により提出された書類の審査を行い、就学奨励費の額を決定す

るものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第４条第１項第１１号に係る就学奨励費の額は、オンラ

イン学習の実施状況に基づき教育長が決定するものとする。 

４ 教育長は、前２項の規定により決定した就学奨励費の額を、校長を経由し、支給対象

者に通知するものとする。 

 （支給方法） 

第１０条 就学奨励費は、口座振込により、支給対象者に直接支給する。 

 （校長の責務） 

第１１条 校長は、特別支援教育就学奨励費支給対象児童生徒名簿を当該年度の当初に作

成し、これを教育長に提出しなければならない。 

２ 校長は、就学奨励費に係る児童生徒が各年度の途中において通常の学級に在籍が変更

になるとき、又は他の学校に転学するとき、若しくは他の学校から転学したときは、当

該児童生徒に係る特別支援教育就学奨励費に係る児童生徒異動報告書により、その旨を

教育長に報告しなければならない。 

３ 校長は、就学奨励費に係る児童生徒の住所、氏名、保護者等に変更があるときは、特

別支援教育就学奨励費に係る児童生徒氏名等変更届により、その旨を教育長に報告しな

ければならない。 

４ 校長は、第６条第１項、第２項及び第７条並びに第９条第１項及び第４項の規定によ

る書類の写しを、就学奨励費を申請した年度の翌年度の初日から起算して５年間保管し

なければならない。 

（決定の変更等） 

第１２条 教育長は、前条第５項の規定による報告があったとき、支給対象者において第

３条第２項の規定による支給対象者の要件等を満たさないこととなる事実が発生したと

認めるとき、又は支弁区分の決定の内容に変更が生じたときは、当該支給の決定の内容



を変更し、その事実が発生した日から就学奨励費の支給を停止又は変更する決定をする

ものとする。 

２ 教育長は、前項の決定をしたときは、特別支援教育就学奨励費支給停止（変更）通知

書により、校長を経由し、当該支給対象者に通知する。 

 （返還） 

第１３条 教育長は、前条の規定により就学奨励費の支給を停止若しくは変更の決定をし

た場合又は第１０条第５項の規定により特別支援学級の児童生徒に異動があった場合に

おいて、その停止の日又は変更の決定があった日以後に係る就学奨励費の支給があった

ときは、当該就学奨励費の全部又は一部の返還を当該支給対象者に求めるものとする。 

２ 前項の場合において、当該支給対象者は、就学奨励費を返納するものとする。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給について必要な事項は、国交

付要綱及び特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料（文部科学省初等中等

教育局特別支援教育課作成）で定めるところによるほか、教育長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年５月２８日から施行し、平成２４年度以後の年度分の就学奨励

費の支給について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月１０日から施行し、平成２５年度以後の年度分の就学奨励

費の支給について適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、同日以後の年度分の就学奨励費の支給に

ついて適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、改正後の別表の規定は、令和３年度以後の

年度分の就学奨励費の支給について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年８月１日から施行し、令和３年度以後の年度分の就学奨励費の支

給について適用する。 

附 則 



この要綱は、令和４年５月２７日から施行し、令和４年度以後の年度分の就学奨励費の

支給について適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月８日から施行し、令和５年度以後の年度分の就学奨励費の支

給について適用する。 

 

 



対象経費名 対象経費の範囲 支弁区分 就学奨励費の額 支給予定時期 

１ 学校給食費 
学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１１条第２項に定める学校

給食費 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 
当該経費の半額 食数確定後 

２ 
通学に要す

る交通費 

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交

通費 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 
当該経費の全額 １０月 

２月 
Ⅲ段階 当該経費の半額 

３ 

職場実習に

要する交通

費 

中学校の教育課程に従い、校長の管理のもとに学校外の事業所等におい

て、生徒が現場実習に参加する場合の交通費 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 
当該経費の全額 

２月 

Ⅲ段階 当該経費の半額 

４ 

交流及び共

同学習に要

する交通費 

学校教育の一環として特別支援学校又は他の小・中学校の特別支援学級

の児童生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な経費 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 
当該経費の全額 

２月 

Ⅲ段階 当該経費の半額 

５ 修学旅行費 

児童生徒が修学旅行（小学校又は中学校を通じてそれぞれ１回に限る。）

に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべ

きこととなるその他の経費 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 

当該経費の半額又は上限額

のいずれか低いほうの額 

１０月又は当

該修学旅行終

了後 

 
校外活動等

参加費 

⑴ 宿泊を伴わないもの 児童生徒が校外活動（学校外に教育の場を求

めて行われる学校行事としての活動（修学旅行を除く。）をいう。以

下同じ。）のうち宿泊を伴わないものに参加するため、直接必要な交

通費及び見学料 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 

当該経費の半額又は上限額

のいずれか低いほうの額 

２月（３月の

校外活動等に

参加する場合

は随時） ⑵ 宿泊を伴うもの 児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参

加するため、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料 

当該経費の半額又は上限額

のいずれか低いほうの額 

別表（第５条関係） 

６ 



７ 

学用品・通

学用品等購

入費 

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費（新入学児童生徒学用品・通

学用品等購入費に係るものを除く。） 
Ⅰ段階 

Ⅱ段階 

当該経費の半額又は上限額

のいずれか低いほうの額 

１０月 

２月 

８ 
体育実技用

具費 

小学校又は中学校の体育（保健体育）の授業の実施に必要な体育実技用

具（柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式（面、胴、甲手、

垂れ）、剣道衣、竹刀及び防具袋（以下「防具一式等」という。）、スキ

ーにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具（以下「スキー板

等」という。）をいう。）で当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意

することとされているもののうち、小学校にあっては第１学年から第３

学年まで及び第４学年から第６学年までのそれぞれの期間ごとに１つ

のスキー板等について、中学校にあっては柔道着、防具一式等又はスキ

ー板等のうちいずれか一つの用具の購入費 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 

当該経費の半額又は上限額

のいずれか低いほうの額 
２月 

９ 

新入学児童

生 徒 学 用

品・通学用

品等購入費 

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品

の購入費 Ⅰ段階 

Ⅱ段階 

当該経費の半額又は上限額

のいずれか低いほうの額 

１０月 

２月 

10 
通級指導に

係る通学費 

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交

通費 

Ⅰ段階 

Ⅱ段階 
当該経費の全額 １０月 

２月 
Ⅲ段階 当該経費の半額 

11 
オンライン

学習通信費 

オンライン学習に必要な通信費 
Ⅰ段階 上限額 ２月 



 
別記様式（第６条関係） 
 

年度特別支援教育就学奨励費受給申請書 
 
                           年  月  日 
 
（宛先）山形市教育委員会 教育長 

申請者 住所 
                        氏名 
 
山形市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定に基づき、特別支援教育就学奨励費を受給し

たいので、下記のとおり申請します。 
また、支弁区分の決定に当たり、必要に応じ、市において当該申請に係る児童生徒と同一の

世帯に属する者及び別世帯だが生計を一にしている保護者に係る住民税課税台帳を閲覧するこ

とに同意します。 
なお、支弁区分の決定を受けた場合は、特別支援教育就学奨励費に係る請求手続に関する一

切の権限を学校長に委任します。 
 

記 
 
１ 特別支援教育就学奨励費の対象となる児童又は生徒 

児童生徒氏名 在学学校名 学年・組 生年月日 
 
 

   

 
２ 通級指導教室に通学している場合 

通級指導校名 
 
 

 
３ 添付書類 

教育長が必要と認める書類 
 



 
別記様式（第６条関係）  
 

年度特別支援教育就学奨励費受給申請書 
 

年  月  日 
 
（宛先）山形市教育委員会 教育長 

申請者 住所 
                        氏名 
 

山形市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定に基づき、特別支援教育就学奨励費を受

給したいので、下記のとおり申請します。 
また、支弁区分の決定に当たり、必要に応じ、市において当該申請に係る児童生徒と同

一の世帯に属する者及び別世帯だが生計を一にしている保護者に係る住民税課税台帳を閲

覧することに同意します。 
なお、支弁区分の決定を受けた場合は、特別支援教育就学奨励費に係る請求手続に関す

る一切の権限を学校長に委任します。 
 

記 
 
１ 特別支援教育就学奨励費の対象となる児童又は生徒 

児童生徒氏名 在学学校名 学年・組 生年月日 
 
 

   

 
２ 通級指導教室に通学している場合 

通級指導校名 
 
 

 
３ 添付書類 

教育長が必要と認める書類 
 

 


